
　
市
で
は
、
昭
和
　
年
５
月
　
日
以
前
に
建

築
さ
れ
た
住
居
に
つ
い
て
の
耐
震
診
断
・
耐

震
改
修
費
用
に
対
す
る
補
助
金
を
拡
充
し
、

除
却
費
用
に
つ
い
て
も
補
助
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

補
助
要
件
概
要

既
存
木
造
住
宅
　
　 

昭
和
　
年
５
月
　
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
市
内
の
木
造
の
一
戸
建

て
住
宅
ま
た
は
併
用
住
宅
。

調
査
機
関
　
　 

建
築
士
法
第
２
条
第
１
項
に

56

31

･･･

56

31

･･･

規
定
す
る
１
級
建
築
士
、
２
級
建
築
士
ま

た
は
木
造
建
築
士
で
建
築
士
法
第
22
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行

う
木
造
住
宅
耐
震
診
断
講
習
会
の
課
程
を

修
了
し
た
者
。

耐
震
診
断･･･

右
記
の
調
査
期
間
が
「
木
造

住
宅
の
耐
震
診
断
と
補
強
方
法
」（
財
団

法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
）
に
定
め

る
診
断
方
法
に
よ
り
地
震
に
対
す
る
安
全

性
を
評
価
す
る
こ
と
。

補
助
対
象
住
宅

⑴
地
上
２
階
建
て
以
下
の
住
宅
で
在
来
軸
組

構
法
、
伝
統
的
構
法
お
よ
び
枠
組
工
法
に

よ
り
建
築
さ
れ
た
既
存
木
造
住
宅
。

⑵
建
築
基
準
法
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い

こ
と
。

⑶
勝
浦
市
空
家
等
対
策
の
促
進
に
関
す
る
条

昭
和
56
年
以
前
の
木
造
住
宅
に
つ
い
て

耐
震
診
断

耐
震
改
修
補
助
金
を
拡
充
し
ま
し
た
！

例
に
基
づ
き
特
定
空
家
等
と
し
て
認
定
さ

れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

補
助
対
象
者

・
勝
浦
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
て
補
助
対
象
住
宅
を
所
有
し
て
い
る

方
。

・
補
助
対
象
者
の
世
帯
に
市
税
等
を
滞
納
し

て
い
る
者
が
い
な
い
方
。

補
助
金
の
額

耐
震
診
断･･･
耐
震
診
断
に
要
し
た
経
費
の

額
で
15
万
円
を
限
度
と
す
る
。

耐
震
改
修･･･

設
計
・
工
事
費
・
工
事
監
理

に
係
る
費
用
の
合
計
額
に
３
分
の
２
を
乗

じ
た
額
で
80
万
円
を
限
度
と
す
る
。

除
却･･･

工
事
に
要
す
る
費
用
に
１
０
０
分

の
23
を
乗
じ
た
額
で
20
万
円
を
限
度
と
す

る
。

補
助
の
制
限

・
補
助
対
象
住
宅
１
棟
に
つ
き
１
回
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
合
せ

　
都
市
建
設
課
都
市
計
画
係

☎
73

－

６
６
２
７

除
却
も
追
加
に
！

４月から、新たな課の設置など、
市役所の組織体制の一部を変更します

　市では、国のデジタル田園都市国家構想基本方針などを踏まえ、行政運営の効率化を図るとともに、デジタル
技術を活用した地域課題の解決や魅力向上のためのデジタル化政策を推進するため、新たに情報政策課を設置し
ます。
　また、人口減少対策として、移住定住施策を促進し、移住者および定住者のさまざまなニーズにきめ細かく対
応する支援体制のさらなる充実を図るため、企画課内への移住・定住支援班の設置や、効率的かつ効果的な組織
環境の整備を目的とした係の統合など、市民サービスの向上につなげるための組織体制の一部見直しを行います。

課の新設 情報政策課

係・班の新設

企画課 移住・定住支援班（観光商工課 定住・ビジネス支援係を再編）
情報政策課 情報政策係（総務課 情報システム係を再編）
生活環境課 環境保全係
観光商工課 商工係（観光商工課 定住・ビジネス支援係を再編）

係の統合 教育委員会 生涯学習課 生涯学習係（教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係を統合）

問合せ　総務課 総務係　☎７３－６６４６
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